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井
　
上
　
　
　
了

は
じ
め
に

　
『
日
本
書
紀
』
神
代
紀
の
い
わ
ゆ
る
天
孫
降
臨
の
場
面
で
引
か

れ
る
「
一
書
」
に
、
天
照
大
神
が
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
へ
与
え

た
神
勅
と
し
て

因
勅
皇
孫
曰
、
葦
原
千
五
百
秋
之
瑞
穂
国
、
是
吾
子
孫
可
王

之
地
也
。
宜
爾
皇
孫
就
而
治
焉
。
行
矣
。
宝
祚
之
隆
、
当
与

天
壌
無
窮
者
矣（
１
）。

と
あ
る
。
こ
れ
は
『
書
紀
』
の
本
文
で
は
な
く
「
一
書
曰
」
と
し

て
引
か
れ
る
異
文
に
す
ぎ
な
い
が
、「
天
壌
無
窮
の
神
勅
」
と
し

て
後
世
き
わ
め
て
重
視
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」

の
「
告
文
」
冒
頭
に

皇
朕
レ
謹
ミ
畏
ミ
皇
祖
皇
宗
ノ
神
霊
ニ
誥
ケ
白
サ
ク
皇
朕
レ

天
壌
無
窮
ノ
宏
謨

0

0

0

0

0

0

0

ニ
循
ヒ
惟
神
ノ
宝
祚
ヲ
承
継
シ
旧
図
ヲ
保

持
シ
テ
敢
テ
失
墜
ス
ル
コ
ト
無
シ

と
、
ま
た
「
教
育
勅
語
」
に

一
旦
緩
急
ア
レ
ハ
義
勇
公
ニ
奉
シ
以
テ
天
壌
無
窮
ノ
皇
運
ヲ

扶
翼
ス
ヘ
シ

と
あ
る
。
重
要
な
成
語
で
あ
る
も
の
の
、「
天
壌
無
窮
」
の
出
典

は
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い（
２
）。

　

た
と
え
ば
重
野
成
斎
『
教
育
勅
語
衍
義
』
は
「
教
育
勅
語
」
の

出
典
を
漢
籍
か
ら
丹
念
に
拾
っ
て
い
る
が（
３
）、「
天
壌
無
窮
」
に
つ

い
て
は
上
記
の
『
日
本
書
紀
』
を
掲
げ
る
の
み
で
、
こ
れ
よ
り
古

い
漢
籍
の
出
典
を
指
摘
し
な
い
。
重
野
の
引
検
は
経
書
の
ほ
か
左

唐
修
『
晋
書
』
に
見
え
る
「
天
壌
無
窮
」
に
つ
い
て
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国
史
漢
か
ら
『
楚
辞
』『
説
苑
』
さ
ら
に
は
韓
愈
「
原
道
」
に
ま

で
及
ぶ
の
だ
が
、
確
か
に
こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
古
文
」
の
う
ち

に
「
天
壌
無
窮
」
の
用
例
は
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
『
書
紀
』

成
立
時
の
状
況
を
考
え
れ
ば
、
重
野
が
仏
典
や
六
朝
文
を
顧
み
な

か
っ
た
こ
と
は
不
適
切
だ
ろ
う（
４
）。

　

家
永
三
郎
は
、
沈
約
「
光
宅
寺
刹
下
銘
序
」
の
「
今
事
与
須
弥

等
同
、
理
与
天
地
無
窮

0

0

0

0

0

」
や
佚
名
「
隋
龍
蔵
寺
碑
序
」
の
「
庶
使

皇
隋
宝
祚
与
天
地
長
久

0

0

0

0

0

」
な
ど
多
く
の
用
例
を
挙
げ
、
ま
た
「
我

が
飛
鳥
寧
楽
朝
の
仏
教
界
に
も
宝
祚
長
久
の
願
文
が
多
数
見
出
さ

れ
る
事
実
」
を
指
摘
し
て
、「
こ
の
神
詔
文
の
成
形
に
当
つ
て
は
、

当
時
の
仏
教
界
の
類
型
的
文
章
か
ら
大
な
る
影
響
を
受
け
た
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
」
と
述
べ
た（
５
）。

　

福
井
康
順
は
、「
天
地
と
共
に
無
窮
で
あ
る
」
こ
と
を
願
う
思

想
は
「
イ
ン
ド
的
で
は
な
い
」
と
し
て
家
永
説
を
批
判
し
、「
理

与
天
地
無
窮
」
や
「
庶
使
皇
隋
宝
祚
与
天
地
長
久
」
を
『
老
子
』

の
「
天
長
地
久
」
か
ら
出
た
も
の
と
し
て
「
こ
れ
等
は
、
む
し
ろ

仏
教
の
い
わ
ゆ
る
シ
ナ
化
を
示
し
て
い
る
例
証
で
あ
る
」と
い
う
。

そ
し
て
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
に
「
至
于
万
世
、
伝
之
無
窮
。」

と
あ
り
、
ま
た
神
武
天
皇
が
日
本
史
上
で
始
皇
に
相
当
す
る
位
置

を
占
め
る
と
指
摘
し
て
、
天
孫
降
臨
の
神
勅
は
「
始
皇
本
紀
に
そ

の
構
想
の
本
原
が
あ
る
」
と
主
張
し
た（
６
）。
し
か
し
、「
天
壌
無
窮
」

句
が
成
住
壊
空
の
思
想
に
反
す
る
こ
と
は
、
こ
の
句
が
「
シ
ナ
化
」

し
た
仏
教
の
「
宝
祚
長
久
の
願
文
」
を
踏
ま
え
た
こ
と
を
否
定
す

る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

　

本
稿
で
は
、
漢
籍
に
お
け
る
「
天
壌
無
窮
」
に
つ
い
て
初
歩
的

な
用
例
調
査
を
試
み
る
。

「
与
天
壌
同
数
」（
管
子
）

　
「
壌
」
の
原
義
は
「（
柔
ら
く
肥
え
た
）
土
」
で（
７
）、「

天
壌
」
は

本
来
「
天
地
」
の
雅
称
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
『
管
子
』
幼
官
篇
に

「
天
壌
山
川
之
故
祀
、
必
以
時
。」
と
あ
り
、
ま
た
『
荘
子
』
応
帝

王
篇
に
壷
子
の
語
と
し
て
「
郷
吾
示
之
以
天
壌
、
名
実
不
入
、
而

機
発
於
踵
。」
と
あ
る（
８
）。
空
間
的
な
広
が
り
と
し
て
の
「
天
地
」

と
は
別
に
「
天
壌
」
を
用
い
た
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
『
墨
子
』

辞
過
篇
に
「
凡
回
於
天
地

0

0

之
間
、
包
於
四
海
之
内
、
天
壌

0

0

之
情
、

陰
陽
之
和
、
莫
不
有
也
。
雖
至
聖
不
能
更
也
。」
と
あ
る
が（
９
）、

こ

れ
は
時
間
を
示
す
語
で
は
な
い
よ
う
だ
。

　

時
間
的
な
永
続
を
あ
ら
わ
す
語
と
し
て
「
天
壌
」
を
用
い
た
例

と
し
て
は
、『
管
子
』
山
至
数
に
「
聖
人
理
之
以
徐
疾
、
守
之
以

決
塞
、
奪
之
以
軽
重
、
行
之
以
仁
義
、
故
与
天
壌
同
数
。
此
王
者

之
大
轡
也
。」
と
あ
る
。
正
し
い
政
策
を
行
え
ば
「
天
壌
と
数
を

同
じ
く
す
る
」
と
い
う
主
張
で
、「
天
壌
」
を
天
地
の
広
大
さ
で

は
な
く
時
間
的
な
永
続
の
意
で
用
い
る
例
、
し
か
も
「
聖
人
」「
王
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も
こ
の
状
況
に
お
い
て
は
、
侵
略
軍
に
対
し
て
撤
退
を
説
く
「
正

し
い
」
勧
告
だ
と
言
え
る
。

　

魯
連
の
「
業
与
三
王
争
流
」「
名
与
天
壌
相
敝
」
は
古
典
の
名

句
と
し
て
長
く
踏
襲
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
馮
衍
「
顕
志
賦
」
に
「
昔

三
后
之
純
粋
兮
、
毎
季
世
而
窮
禍
。
弔
夏
桀
於
南
巣
兮
、
哭
殷
紂

於
牧
野
。
詔
伊
尹
於
亳
郊
兮
、
享
呂
望
於
酆
洲
。
功
与
日
月
斉
光

兮
、
名
与
三
王
争
流
。」（『
後
漢
書
』
馮
衍
伝
下
）
と
あ
る
。
こ

れ
が
「
三
后
」
に
つ
い
て
「
名
与
三
王
争
流
」
と
い
う
文
章
に
な
っ

て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
句
が
対
象
を
問
わ
ず
用
い
ら
れ
る
定
型
文

と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
却
っ
て
傍
証
す
る
。
ま
た
『
三
国
志
』
崔

林
伝
注
「
以
成
万
世
之
功
、
斉
天
地
之
無
窮
、
等
日
月
之
久
照
、

豈
不
有
踰
於
羣
聖
哉
」
や
晋
孫
楚
和
氏
外
孫
道
生
哀
文
「
誰
能
長

久
、
与
天
無
窮
」（『
芸
文
類
聚
』
三
十
四
）、『
魏
書
』
常
景
伝
「
託

身
与
金
石
倶
堅
、
立
名
与
天
壌
相
弊
」
な
ど
、
魯
連
書
を
踏
ま
え

た
用
例
は
枚
挙
に
遑
な
い
。

「
与
天
壌
無
窮
」（
桓
玄
）

　

大
き
く
降
っ
て
、
唐
修
『
晋
書
』
の
劉
牢
之
伝
に
は
次
の
よ
う

な
記
事
が
あ
る
。

　

東
晋
の
末
期
、
朝
廷
の
重
臣
で
あ
っ
た
司
馬
元
顕
が
軍
閥

者
」
の
治
世
を
頌
ぐ
表
現
と
し
て
用
い
る
も
の
と
し
て
は
、
こ
の

あ
た
り
が
古
い
用
例
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う）
10
（

。

「
与
天
壌
相
敝
」（
魯
連
子
）

　

さ
て
、『
戦
国
策
』
斉
策
な
ど
に
よ
れ
ば
、
田
斉
の
湣
王
の
時
、

燕
の
楽
毅
ら
が
斉
を
攻
め
て
七
十
余
城
を
取
っ
た
。
湣
王
は
非
業

の
死
を
遂
げ
た
が
子
の
襄
王
が
立
ち
、
数
年
後
に
は
斉
の
田
単
ら

が
燕
軍
を
破
っ
て
故
地
を
回
復
し
た
。
こ
の
と
き
斉
の
聊
城
に
進

駐
し
て
い
た
燕
将
が
、
退
却
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
籠

城
し
、
斉
軍
は
こ
れ
を
攻
め
た
が
戦
況
は
膠
着
し
た
。
そ
こ
で
斉

の
魯
連
が
「
無
益
な
抵
抗
を
や
め
、
軍
を
全
う
し
て
燕
王
へ
復
命

す
れ
ば
、
終
身
の
名
を
成
し
、
累
世
の
功
を
立
て
、
業
は
三
王
を

流
を
争
い
、
名
は
天
壌
と
相
い
敝
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
と
な
る
で
し
ょ
う
。」

と
書
き
送
っ
た
と
こ
ろ
、
燕
将
は
喜
ん
で
聊
城
か
ら
退
去
し
た
と

い
う）
11
（

。

　

こ
の
一
文
は
要
す
る
に
当
面
の
敵
に
対
す
る
退
去
勧
告
で
、
撤

退
す
る
こ
と
が
燕
王
の
意
に
か
な
い
燕
の
士
民
の
た
め
に
も
な
る

と
い
う
説
得
で
あ
る
。「
忿
恚
の
心
を
去
れ
ば
終
身
の
名
を
成
し
、

感
忿
の
恥
を
除
け
ば
累
世
の
功
を
立
つ
」
ま
で
は
と
も
か
く
、「
業

は
三
王
と
流
を
争
い
、
名
は
天
壌
と
相
い
敝
る
」
と
は
、
一
将
軍

へ
の
辞
と
し
て
い
か
に
も
大
袈
裟
だ
ろ
う
。
し
か
し
す
く
な
く
と
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の
桓
玄
を
征
討
し
よ
う
と
し
、
劉
牢
之
へ
出
陣
を
命
じ
た
。

劉
牢
之
は
司
馬
元
顕
を
信
用
し
な
か
っ
た
が
、
や
む
を
え
ず

洌
洲
に
進
出
し
た
。
桓
玄
は
何
穆
を
派
遣
し
て
劉
牢
之
を
説

得
さ
せ
た
。

　
「
乱
世
の
君
臣
で
互
い
に
信
じ
あ
っ
た
者
は
、
燕
昭
王
と

楽
毅
、
劉
備
と
孔
明
と
い
っ
た
例
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ

も
功
が
成
る
前
に
主
君
が
早
世
し
た
も
の
で
す
。
も
し
功
が

成
っ
て
お
れ
ば
臣
下
は
禍
に
遭
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
俗
に

『
狡
兎
が
尽
き
て
猟
犬
が
煮
ら
れ
る
』
と
言
い
ま
す
。
名
将

で
あ
っ
た
秦
の
白
起
や
漢
の
韓
信
も
粛
正
さ
れ
ま
し
た
。
今

あ
な
た
は
、
我
々
と
戦
っ
て
負
け
れ
ば
責
任
を
取
ら
さ
れ
、

勝
っ
て
も
粛
正
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
心
を
決
め

れ
ば
、
身
は
金
石
の
よ
う
に
安
泰
と
な
り
、
名
は
天
壌
と
と

0

0

0

0

0

0

も
に
無
窮
と
な
る

0

0

0

0

0

0

0

で
し
ょ
う
。
生
命
も
名
誉
も
失
っ
て
天
下

の
笑
い
も
の
と
な
る
の
と
、
ど
ち
ら
が
良
い
で
し
ょ
う
か
。

よ
く
考
え
て
く
だ
さ
い）
12
（

。」

　

劉
牢
之
は
こ
れ
を
納
れ
、
部
下
で
あ
る
劉
裕
ら
の
諫
め
を

聞
か
ず
、
桓
玄
に
味
方
し
た
。

　

都
に
入
っ
た
桓
玄
は
、
司
馬
元
顕
ら
を
処
刑
し
、
劉
牢
之

を
退
け
、
東
晋
を
簒
奪
し
て
楚
帝
を
称
し
た
が
、
わ
ず
か
三

月
で
劉
裕
ら
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
遭
っ
て
敗
滅
し
た
。

　

桓
玄
（
の
命
を
受
け
た
何
穆
）
は
劉
牢
之
へ
投
降
の
利
を
説
い

た
が
、
そ
の
論
法
・
表
現
は
明
ら
か
に
魯
連
を
踏
ま
え
て
い
る）
13
（

。

た
だ
し
魯
連
が
「
業
与
三
王
争
流
、
名
与
天
壌
相
敝

0

0

」
と
言
う
と

こ
ろ
を
「
身
与
金
石
等
固
、
名
与
天
壌
無
窮

0

0

」
と
改
め
て
お
り
、

こ
れ
が
お
そ
ら
く
「
与
天
壌
無
窮
」
五
字
の
初
出
で
あ
る）
1（
（

。

　

と
こ
ろ
で
、『
晋
書
』
は
該
当
箇
所
を
「
則
身
与
金
石
等
固
、

名
与
天
壌
無
窮
」
と
す
る
が
、『
芸
文
類
聚
』
二
十
五
（
人
事
部

九
「
説
」）
に
引
く
「
晋
桓
玄
与
劉
牢
之
書
」
は
「
則
身
与
金
石

等
固
、名
与
天
壌
倶0

窮
」に
作
り
、『
太
平
御
覧
』四
百
六
十
二（
人

事
部
一
百
三
「
游
説
下
」）
に
引
く
『
晋
中
興
書
』
も
「
則
与
金

石
等
固
、
名
与
天
壌
倶0

窮
哉
」
に
作
る
。「
無
」「
倶
」
の
字
形
は

類
似
す
る
が
、「
無
窮
」
を
「
倶
窮
」
と
す
る
誤
り
が
そ
れ
ぞ
れ

独
立
し
て
生
じ
た
と
は
考
え
が
た
い）
15
（

。「
天
壌
倶
窮
」
な
ら
ば
直

後
の
「
身
名
倶
滅
」
と
対
応
し）
16
（

、
ま
た
張
協
「
詠
史
詩
」
に
「
名

与
天
壌
倶
」
の
句
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
本
来
「
倶
窮
」
で
あ
っ
た

の
を
「
無
窮
」
に
改
め
た
も
の
と
思
わ
れ
、『
晋
書
』
の
「
与
天

壌
無
窮
」
は
劉
宋
以
降
の
誤
伝
あ
る
い
は
修
文
に
出
る
も
の
と
な

ろ
う）
1（
（

。

　

し
か
し
何
穆
の
説
得
は
、
魯
連
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
一
応
は

官
軍
で
あ
る
劉
牢
之
に
対
し
て
、
逆
賊
で
あ
る
桓
玄
が
裏
切
り
を

勧
め
た
も
の
で
あ
る
。「
天
壌
無
窮
」
と
は
東
晋
王
朝
へ
の
忠
節

を
表
す
表
現
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
王
朝
の
永
続
を
願
う
語
で
も
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な
い
。
反
逆
に
よ
り
得
ら
れ
る
一
身
上
の
利
益
を
指
す
語
で
あ
っ

た
。「
天
壌
無
窮
の
宝
祚
」
や
「
天
壌
無
窮
の
皇
運
」
と
い
っ
た

表
現
と
の
違
和
感
は
拭
い
が
た
く
、
こ
の
よ
う
な
縁
起
の
悪
い
僻

典
を
『
書
紀
』（
の
一
書
）
が
採
用
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い）
18
（

。

「
与
天
地
無
窮
」

　

さ
て
、「
天
壌
無
窮
」
の
「
無
窮
」
が
「
倶
窮
」
の
誤
写
だ
と

し
て
も
、
こ
れ
ら
と
は
別
に
「
天
地
無
窮
」
と
い
う
句
が
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う）
19
（

。

　

注
目
す
べ
き
用
例
と
し
て
は
、『
晋
書
』
段
灼
伝
に
載
せ
る
上

表
の
「
本
枝
百
世
、
長
保
栄
祚
、
名
位
与
天
地
無
窮

0

0

0

0

0

」
が
あ
る
。

こ
れ
は
西
晋
武
帝
を
頌
ぐ
も
の
で
、「
天
壌0

」
で
は
な
く
「
天
地0

無
窮
」
で
は
あ
る
も
の
の
、
王
朝
の
永
続
を
命
じ
る
神
勅
の
出
典

と
し
て
は
桓
玄
書
よ
り
も
余
程
ふ
さ
わ
し
い
。

　

ま
た
家
永
が
指
摘
し
た
「
今
事
与
須
弥
等
同
、
理
与
天
地
無
窮
」

（「
光
宅
寺
刹
下
銘
序
」）
や
「
庶
使
皇
隋
宝
祚
、
与
天
長
而
地
久
」

（「
龍
蔵
寺
碑
銘
」）、「
与
天
壌
而
無
窮
、
懸
貞
明
而
可
久
」（「
昭

仁
寺
碑
銘
序
」）
と
い
っ
た
用
例
は
、
や
は
り
王
朝
の
永
続
を
願

う
も
の
で
あ
る）
20
（

。「
庶
使
皇
隋
宝
祚
、
与
天
長
而
地
久
」
や
「
与

天
壌
而
無
窮
」
と
い
っ
た
句
を
参
照
し
て
「
宝
祚
之
隆
、
当
与
天

壌
無
窮
者
矣
」
句
を
組
み
立
て
る
こ
と
は
容
易
だ
ろ
う
。

　
『
晋
書
』
の
「
天
壌
無
窮
」
は
「
天
壌
倶
窮
」
を
誤
っ
た
も
の
、

『
書
紀
』（
一
書
）
の
「
天
壌
無
窮
」
は
「
天
長
而
地
久
」
や
「
理

与
天
地
無
窮
」と
い
っ
た
願
文
か
ら
組
み
立
て
た
も
の
で
あ
れ
ば
、

両
者
の
一
致
は
単
な
る
暗
合
で
、
前
者
が
後
者
の
出
典
だ
と
は
言

え
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
『
書
紀
』（
一
書
）
の
編
者
は
『
史
記
』
魯
仲
連
鄒

陽
列
伝
の
「
是
以
業
与
三
王
争
流
、
而
名
与
天
壌
相
獘
也
」
や
秦

始
皇
本
紀
の
「
二
世
三
世
、
至
于
万
世
、
伝
之
無
窮
」、
孝
文
本

紀
「
祖
宗
之
功
徳
著
於
竹
帛
、
施
于
万
世
、
永
永
無
窮
、
朕
甚
嘉

之
」
等
の
文
章
を
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
だ
が
『
史
記
』
あ
る
い

は
『
戦
国
策
』
が
神
勅
の
出
典
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
魯

連
書
を
踏
ま
え
た
作
文
に
は
長
い
歴
史
が
あ
り
、
天
壌
無
窮
の
神

勅
は
そ
の
歴
史
の
途
中
に
位
置
す
る
。

　

も
し
『
書
紀
』（
一
書
）
の
編
者
が
魯
連
の
語
を
直
接
利
用
す

る
な
ら
、
天
壌
云
々
と
は
「
名
」
に
つ
い
て
言
う
べ
き
で
、
王
業

に
つ
い
て
は
「
与
三
王
争
流
」
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
天

照
大
神
が
そ
の
神
勅
で
「
三
王
」
に
言
及
す
る
の
は
い
か
に
も
具

合
が
悪
い
。
本
来
は
「
名
」
に
つ
い
て
言
う
べ
き
「
与
天
壌
無
窮
」

を
「
宝
祚
之
隆
」
に
係
る
表
現
に
転
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
も
ち

ろ
ん
『
書
紀
』（
一
書
）
編
者
の
漢
文
運
用
能
力
の
高
さ
を
示
す

も
の
で
も
あ
る
が
、
先
行
す
る
「
庶
使
皇
隋
宝
祚
、
与
天
長
而
地

久
」
等
の
願
文
を
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
て
不
自
然
で
は
な
い
。
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四
字
熟
語
と
し
て
の
「
天
壌
無
窮
」

　
「
天
壌
無
窮
」
の
原
文
は
「
与0

天
壌
無
窮
」
で
あ
る
。「
天
壌
無

窮
」
四
字
を
文
字
ど
お
り
に
読
め
ば
「
天
地
そ
の
も
の
が
無
窮
だ
」

と
い
う
意
味
に
な
り
、「
天
地
と
と
も
に
無
窮
で
あ
れ
か
し
」
と

読
む
こ
と
は
で
き
な
い）
21
（

。ま
し
て
や
無
窮
で
あ
る
べ
き
も
の
が「
宝

祚
」
で
あ
る
こ
と
は
「
天
壌
無
窮
」
四
字
の
み
か
ら
は
決
し
て
読

み
取
れ
ま
い
。
本
来
こ
れ
は
（
魯
連
に
お
い
て
も
段
灼
に
お
い
て

も
桓
玄
に
お
い
て
も
）「
名
」
に
つ
い
て
言
う
表
現
だ
っ
た
。

　
「
与
」
字
の
な
い
「
天
壌
無
窮
」
四
字
だ
け
で
「
宝
祚
が
天
地

と
と
も
に
無
窮
で
あ
れ
」
と
読
解
で
き
る
の
は
、『
書
紀
』
の
「
宝

祚
之
隆
、
当
与
天
壌
無
窮
者
矣
」
を
前
提
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
意
味
で
「
天
壌
無
窮
」
と
い
う
「
四
字
熟
語
」
の
「
出
典
」
は

魯
連
で
も
桓
玄
で
も
な
く
『
書
紀
』（
の
一
書
）
だ
と
言
え
る
。

　
『
書
紀
』
よ
り
古
い
用
例
を
索
め
な
か
っ
た
重
野
は
お
そ
ら
く

正
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ま
と
め

　
「
与
天
壌
無
窮
」句
の
用
例
は
、筆
者
が
確
認
で
き
た
限
り
で
は
、

桓
玄
が
劉
牢
之
へ
謀
反
を
勧
め
た
書
（『
晋
書
』
所
引
）
が
最
古

で
あ
る
。
こ
れ
を
「
天
壌
無
窮
」
の
初
出
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、

神
勅
の
出
典
と
し
て
相
応
し
い
用
例
で
は
な
く
、『
書
紀
』（
の
一

書
）
が
こ
れ
を
直
接
参
照
し
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
桓
玄
書

は
本
来
「
天
壌
倶
窮
」
だ
っ
た
ら
し
く
、
こ
れ
を
「
天
壌
無
窮
」

と
す
る
の
は
『
晋
書
』
に
よ
る
誤
引
か
と
疑
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
句
は
、
遠
く
『
戦
国
策
』
の
「
業
与
三
王
争
流
、
名

与
天
壌
相
敝
」（
お
よ
び
こ
れ
を
踏
ま
え
た『
史
記
』）に
淵
源
す
る
。

し
か
し
『
書
紀
』
の
「
与
天
壌
無
窮
」
は
『
史
記
』
や
『
戦
国
策
』

を
直
接
参
照
し
た
も
の
と
は
思
わ
れ
ず
、「
シ
ナ
化
し
た
仏
教
の

願
文
」
で
あ
る
「
今
事
与
須
弥
等
同
、
理
与
天
地
無
窮
」・「
庶
使

皇
隋
宝
祚
、
与
天
長
而
地
久
」・「
与
天
壌
而
無
窮
、
懸
貞
明
而
可

久
」
な
ど
を
参
照
し
た
作
文
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

家
永
説
を
支
持
し
た
い
。

　
『
晋
書
』
の
「
名
与
天
壌
無
窮

0

0

0

0

0

」
と
『
書
紀
』（
一
書
）
の
「
宝

祚
之
隆
、
当
与
天
壌
無
窮

0

0

0

0

0

者
矣
」
と
が
完
全
に
一
致
す
る
の
は
、

単
な
る
偶
然
の
結
果
だ
ろ
う
。

注（
１
） 『
古
語
拾
遺
』
に
も
「
天
照
大
神
・
高
皇
産
霊
尊
、
乃
相
語
曰
、」
と
し

て
類
文
が
見
え
る
。

（
２
） 
た
と
え
ば
一
条
兼
良
『
日
本
書
紀
纂
疏
』
は
「
天
壌
、
謂
天
地
。
無
窮

者
、
期
之
久
遠
也
。」
と
い
う
の
み
。
河
村
秀
根
『
書
紀
集
解
』
は
張
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協
「
詠
史
詩
」
を
引
い
て
「
文
選
詠
史
曰
、
名
与
天
壌
倶
。
善
曰
、
史

記
魯
仲
連
与
燕
将
書
曰
、
業
与
三
王
争
流
、
名
与
天
壌
倶
弊
。
…
…
尚

書
微
子
之
命
曰
、
与
国
咸
休
永
世
無
窮
。」
と
い
う
。

（
３
） 

重
野
安
繹
『
教
育
勅
語
衍
義
』（
明
治
二
十
五
年
、
小
林
喜
右
衛
門
。

明
治
四
十
五
年
に
朝
鮮
総
督
府
か
ら
「
略
本
」
が
印
行
さ
れ
て
い
る
）。

重
野
は
帝
国
大
学
文
科
大
学
の
教
授
を
務
め
て
お
り
、
門
下
生
に
西
村

時
彦
が
い
る
。

（
４
） 

重
野
が
引
く
史
書
は
『
史
記
』『
漢
書
』
ま
で
で
、『
東
観
漢
記
』『
三
国

志
』
以
降
に
は
及
ば
な
い
。
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
「
教
育
勅
語
」
は
范

曄
『
後
漢
書
』
班
彪
列
伝
を
多
く
踏
ま
え
て
お
り
、
ま
た
後
述
す
る
よ

う
に
「
天
壌
無
窮
」
の
初
出
は
唐
修
『
晋
書
』
に
降
る
。
重
野
が
魏
晋

以
降
の
史
書
を
検
し
て
い
な
い
こ
と
は
遺
憾
。

（
５
） 

家
永「
所
謂
天
壌
無
窮
の
神
勅
文
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
人
文
』二
―
一
、

人
文
科
学
委
員
会
、
一
九
四
八
年
）。
ま
た
「
神
代
紀
の
文
章
に
及
し

た
る
仏
教
の
影
響
に
関
す
る
考
証
」（『
日
本
思
想
史
の
諸
問
題
』
斎
藤

書
店
、
一
九
四
八
年
）
に
詳
説
。
後
に
『
家
永
三
郎
集
』（
第
二
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
に
収
録
。

（
６
） 

福
井
「
天
孫
降
臨
の
神
勅
に
つ
い
て
」（『
宗
教
研
究
』
一
三
三
、
一
九

五
二
年
）。

（
７
） 

た
と
え
ば
『
説
文
解
字
』
に
「
壌
、
柔
土
也
。」（
徐
鉉
本
）・「
壌
、
軟

土
也
。」（『
太
平
御
覧
』
十
引
「
説
文
曰
」）
と
、『
釈
名
』
釈
地
に
「
壌
、

瀼
也
。
肥
濡
意
也
。」
と
、『
尚
書
』
禹
貢
「
厥
土
惟
白
壌
」
の
偽
孔
伝

に
「
無
塊
曰
壌
。
水
去
土
、
復
其
性
、
色
白
而
壌
。」
と
あ
る
。

（
８
） 『
列
子
』
黄
帝
篇
や
『
淮
南
子
』
精
神
訓
に
も
類
話
が
見
え
る
。

（
９
） （「
天
壌
」
で
は
な
く
）「
天
地
」
が
時
間
的
に
「
無
窮
」
で
あ
る
こ
と
は
、

『
楚
辞
』遠
遊
の「
惟
天
地
之
無
窮
兮
、哀
人
生
之
長
勤
」や
魏
明
帝「
月

重
輪
行
」
の
「
天
地
無
窮
、
人
命
有
終
」
等
に
見
え
る
。

（
10
） 

同
じ
く
『
管
子
』
の
軽
重
乙
篇
に
「
夫
海
出
沸
無
止
、
山
生
金
木
無
息
、

草
木
以
時
生
、
器
以
時
靡
幣
。
沸
水
之
塩
以
日
消
、
終
則
有
始
、
与
天

壌
争
。
是
謂
立
壌
列
也
。」
と
あ
る
。

（
11
） 『
戦
国
策
』
の
該
当
部
部
は
次
の
と
お
り
。

　

燕
攻
斉
、
取
七
十
余
城
、
唯
莒
・
即
墨
未
下
。
斉
田
単
以
即
墨

破
燕
、
殺
騎
劫
。
初
、
燕
将
攻
下
聊
城
、
人
或
讒
之
。
燕
将
懼
誅
、

遂
保
守
聊
城
、
不
敢
帰
。
田
単
攻
之
歳
余
、
士
卒
多
死
、
而
聊
城

不
下
。
魯
連
乃
〔
為
〕
書
、
約
之
矢
、
以
射
城
中
、
遺
燕
将
曰
、「
吾

聞
之
、
智
者
不
倍
時
而
棄
利
、
勇
士
不
怯
死
而
滅
名
、
忠
臣
不
先

身
而
後
君
。
今
公
行
一
朝
之
忿
、
不
顧
燕
王
之
無
臣
、
非
忠
也
。

殺
身
亡
聊
城
、
而
威
不
信
於
斉
、
非
勇
也
。
功
廃
名
滅
、
後
世
無

称
、
非
知
也
。
…
…
今
燕
王
方
寒
心
独
立
、
大
臣
不
足
恃
、
国
敝

旤
多
、
民
心
無
所
帰
。
今
公
又
以
聊
城
之
民
、
距
全
斉
之
兵
、
期

年
不
解
。
是
墨
翟
之
守
也
。
食
人
炊
骨
、
士
無
反
北
之
心
、
是
孫

臏
・
呉
起
之
兵
也
。
能
已
見
於
天
下
矣
。
故
為
公
計
、
不
如
罷
兵

休
士
、
全
車
甲
帰
、
報
燕
王
。
…
…
故
去
忿
恚
之
心
、
而
成
終
身

之
名
。
除
感
忿
之
耻
、
而
立
累
世
之
功
。
故
業
与
三
王
争
流
、
名
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与
天
壌
相
敝
也
。公
其
図
之
。」燕
将
曰
、「
敬
聞
命
矣
。」因
罷〔
到

読
〕（
倒
韣
）
至マ

読マ

而
）
去
。
故
解
斉
国
之
囲
、
救
百
姓
之
死
、

仲
連
之
説
也
。（『
四
部
叢
刊
』
景
元
至
正
刊
鮑
彪
校
注
呉
師
道
重

校
本
）

 

な
お
、
同
じ
事
件
を
述
べ
た
『
史
記
』
魯
仲
連
鄒
陽
列
伝
は
「
是
以
業

与
三
王
争
流
、
而
名
与
天
壌
相
獘0

也
。」
に
作
り
、
こ
の
燕
将
は
自
殺

し
て
田
単
は
聊
城
を
屠
っ
た
と
す
る
。

（
12
） 『
晋
書
』
劉
牢
之
伝
の
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。

　

自
古
乱
世
君
臣
相
信
者
、
有
燕
昭
楽
毅
・
玄
徳
孔
明
、
然
皆
勲

業
未
卒
二
主
早
世
。
設
使
功
成
事
遂
、
未
保
二
臣
之
禍
也
。
鄙
語

有
之
、「
高
鳥
尽
、
良
弓
蔵
。
狡
兔
殫
、
猟
犬
烹
。」
故
文
種
誅
於

句
践
、
韓
白
戮
於
秦
漢
。
彼
皆
英
雄
霸
王
之
主
、
猶
不
敢
信
其
功

臣
。
況
凶
愚
凡
庸
之
流
乎
。
自
開
闢
以
来
、
戴
震
主
之
威
、
挟
不

賞
之
功
、
以
見
容
於
闇
世
者
而
誰
。
至
如
管
仲
相
斉
、
雍
歯
侯
漢
、

則
往
往
有
之
。
況
君
見
与
無
射
鉤
屡
逼
之
仇
邪
。
今
君
戦
敗
則
傾

宗
、
戦
勝
亦
覆
族
、
欲
以
安
帰
乎
。
孰
若
翻
然
改
図
、
保
其
富
貴
、

則
身
与
金
石
等
固
、
名
与
天
壌
無
窮
。
孰
与
頭
足
異
処
、
身
名
倶

滅
、
為
天
下
笑
哉
。
惟
君
図
之
。

（
13
） 

彼
ら
武
人
が
こ
の
よ
う
な
文
を
自
ら
作
り
、
あ
る
い
は
読
ん
で
理
解
で

き
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
幕
僚
に
よ
る
代
作
あ
る
い
は
後
人
に
よ
る
擬

作
を
疑
う
べ
き
だ
が
、『
晋
中
興
書
』が
こ
れ
を
載
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

遅
く
と
も
劉
宋
代
に
は
こ
の
文
が
「
桓
玄
が
劉
牢
之
へ
遣
っ
た
書
」
と

し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
。

（
14
） 

唐
修『
晋
書
』の
成
立
は『
書
紀
』の
成
立
よ
り
七
十
年
ほ
ど
早
い
。「
一

書
」
の
成
立
は
当
然
『
書
紀
』
本
文
よ
り
早
い
だ
ろ
う
が
、『
晋
書
』

よ
り
も
早
い
と
み
る
積
極
的
な
理
由
は
な
い
。

（
15
） 『
芸
文
類
聚
』
や
『
太
平
御
覧
』
の
藍
本
と
な
っ
た
六
朝
類
書
（『
修
文

殿
御
覧
』
や
『
華
林
遍
略
』
等
）
が
桓
玄
書
を
載
せ
て
い
た
可
能
性
も

あ
る
が
、
そ
も
そ
も
「
一
書
」
が
桓
玄
書
に
基
い
て
る
可
能
性
が
低
い

だ
ろ
う
。

（
16
） 

あ
る
い
は
「
倶
窮
」「
倶
滅
」
と
い
う
同
字
の
使
用
を
病
と
し
て
後
人

が
意
図
的
に
「
天
壌
無0

窮
」
へ
改
め
た
も
の
か
。

（
17
） 『
晋
書
』
の
信
憑
性
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
『
旧
唐
書
』
は
「
然
史
官

多
是
文
詠
之
士
、
好
採
詭
謬
砕
事
、
以
広
異
聞
。
又
所
評
論
、
競
為
綺

艶
、
不
求
篤
実
、
由
是
頗
為
学
者
所
譏
。」（
房
玄
齢
伝
）
と
い
う
。

（
18
） 『
書
紀
』
に
よ
る
中
国
史
書
の
参
照
・
利
用
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
神

功
紀
の
自
注
は
『
晋
起
居
注
』
を
引
い
て
お
り
、
ま
た
孝
徳
紀
で
僧
旻

法
師
が
「
晋
武
帝
咸
寧
元
年
、
見
松
滋
。」
と
述
べ
る
の
は
何
れ
か
の

晋
史
を
踏
ま
え
た
発
言
に
見
え
る
。
し
か
し
成
立
が
遅
く
大
部
で
も

あ
っ
た
『
晋
書
』
が
成
立
後
す
み
や
か
に
倭
国
へ
輸
出
さ
れ
た
可
能
性

は
低
い
だ
ろ
う
。

（
19
） 「
無
窮
」
は
一
般
的
な
語
で
特
定
の
出
典
を
指
摘
し
が
た
い
が
、
こ
れ

を
帝
位
の
世
襲
に
つ
い
て
用
い
た
例
と
し
て
は
、
福
井
が
指
摘
す
る
と

お
り
『
史
記
』
始
皇
本
紀
の
「
朕
為
始
皇
帝
、
後
世
以
計
数
、
二
世
三
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世
至
于
万
世
、
伝
之
無
窮
。」
が
最
古
だ
ろ
う
。
統
一
前
の
秦
に
お
い

て
も
蔡
沢
が
「
天
下
継
其
統
、
守
其
業
、
伝
之
無
窮
、」
と
述
べ
て
い

る
が
（『
史
記
』
范
睢
蔡
沢
列
伝
・『
戦
国
策
』
秦
策
）、
こ
れ
は
謀
議

の
場
で
の
発
言
で
、
後
世
の
潤
色
・
作
文
の
可
能
性
が
あ
る
。

 

　

漢
代
以
降
、
帝
位
の
継
承
に
つ
い
て
「
伝
之
無
窮
」
を
用
い
る
こ
と

は「
蓋
受
命
之
王
務
在
創
業
垂
統
伝
之
無
窮

0

0

0

0

」（『
漢
書
』匡
張
孔
馬
伝
）・

「
高
皇
帝
為
漢
太
祖
、
孝
文
皇
帝
為
太
宗
、
世
世
承
祀
、
伝
之
無
窮
、

朕
甚
楽
之
」（
韋
賢
伝
）
の
よ
う
に
一
般
化
し
た
。
ま
た
「
無
窮
之
祚
」

に
つ
い
て
も
「
武
宣
皇
后
・
文
徳
皇
后
、
各
配
無
窮
之
祚

0

0

0

0

」（『
三
国
志
』

文
昭
甄
皇
后
伝
）・「
今
朕
奉
承
大
運
、
愛
育
黎
元
、
何
当
聿
遵
皇
祖
之

跡
、
永
保
無
窮
之
祚

0

0

0

0

」（『
書
紀
』
崇
神
四
年
冬
十
月
壬
午
詔
）
な
ど
多

く
の
用
例
が
あ
る
。

 

　
「
万
世
一
系
」
に
つ
い
て
も
出
拠
を
明
ら
か
と
し
が
た
い
が
、『
国
史

略
』
に
「
皇
統
一
系
、
万
世
不
革
」（
円
融
天
皇
）
と
あ
る
。

（
20
） 

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
用
法
は
仏
教
分
野
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
た
と
え
ば
『
旧
唐
書
』
音
楽
志
三
に
「
鼎
祚
斉
天
壌
」
と
あ
る
。

（
21
） 

た
と
え
ば
『
抱
朴
子
』
論
仙
「
謂
始
必
終
、
而
天
地
無
窮
焉
。
謂
生
必

死
、
而
亀
鶴
長
存
焉
」
は
「
天
地
そ
の
も
の
が
無
窮
で
あ
る
」
と
い
う

指
摘
で
あ
り
、「（
何
か
が
）
天
地
の
よ
う
に
無
窮
で
あ
れ
」
と
い
う
意

味
で
は
な
い
。

唐修『晋書』に見える「天壌無窮」について ― 井上　了
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